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第23期
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証券コード：2467
平成29年６月14日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋馬喰町二丁目２番６号

朝日生命須長ビル
株 式 会 社  バ ル ク ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代表取締役社長 松 本 清 資
第23期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通
知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数なが
ら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い
ただき、平成29年６月28日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

⒈ 日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時
⒉ 場 所 東京都台東区柳橋一丁目２番10号　共和会館２階

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
⒊ 会議の目的事項

報 告 事 項 ⒈　第23期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連
結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

⒉　第23期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類の内容報告
の件

決 議 事 項
議案 取締役６名選任の件

⒋　招集にあたっての決定事項
　代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。
（なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主１名に限るものとさせていただきま
す。）

以　上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに
修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ（http://www.vlcholdings.com/）におい
て、その旨掲載いたしますので、あらかじめご了承ください。

－ 1 －

招集ご通知
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６
名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株 式 数

1
おおたけ
大竹　

まさはる
雅治

(昭和33年12月25日生)

昭和52年４月 株式会社ヴィオ入社

15,200株

平成２年５月 同社専務取締役
平成７年11月 同社代表取締役社長
平成21年５月 同社取締役
平成22年３月 同社代表取締役社長(現任)
平成23年６月 当社取締役
平成24年６月 当社代表取締役社長
平成24年６月 株式会社バルク取締役
平成25年４月 株式会社マーケティング・システム・サービス

取締役(現任)
平成26年10月 株式会社バルク代表取締役社長(現任)
平成28年６月 当社取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
株式会社バルク 代表取締役社長
株式会社ヴィオ 代表取締役社長
株式会社マーケティング・システム・サービス 取締役(非常勤)

－ 2 －

取締役選任議案
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候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

2
い が ら し
五十嵐　

ま さ と
雅人

(昭和47年 8 月18日生)

平成８年４月 亜細亜証券印刷株式会社(現 株式会社プロネ
クサス)入社

3,000株

平成13年１月 ナスダック・ジャパン株式会社入社
平成14年11月 ディー・ブレイン証券株式会社入社
平成16年４月 ＩＰＯ証券株式会社(現 株式会社アイネット

証券)入社
平成19年８月 同社取締役
平成20年９月 ＩＰＯキャピタルパートナーズ株式会社設立

代表取締役社長
平成22年１月 ユナイテッドベンチャーズ株式会社入社
平成24年２月 当社入社 経営企画室長
平成24年６月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長(現任)
平成25年４月 株式会社マーケティング・システム・サービ

ス取締役(現任)
平成26年２月 株式会社ハウスバンクインターナショナル取

締役
平成26年６月 株式会社ヴィオ取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
株式会社マーケティング・システム・サービス 取締役(非常
勤)
株式会社ヴィオ 取締役(非常勤)

3
にしざわ
西澤　

た け し
岳志

(昭和41年 3 月29日生)

平成元年９月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)
入社

9,800株

平成12年９月 株式会社イージーユーズ(現 アキナジスタ株
式会社)入社

平成13年４月 同社代表取締役社長
平成21年４月 株式会社プロフィットメディア(現 株式会社

Buying)設立 代表取締役(現任)
平成21年８月 株式会社ウィザーズプラス設立 代表取締役

社長(現任)
平成23年12月 株式会社ライフステーション取締役(現任)
平成24年６月 当社社外取締役(現任)
平成24年９月 西澤管財株式会社設立 代表取締役社長(現

任)
（重要な兼職の状況）
株式会社ウィザーズプラス 代表取締役社長
西澤管財株式会社 代表取締役社長
株式会社Buying 代表取締役

－ 3 －

取締役選任議案
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候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

4
の ぐ ち
野口　

もとひろ
基宏

(昭和46年 4 月 9 日生)

平成７年４月 日立造船株式会社入社

41,800株

平成13年５月 会計コンサルタントとして独立
平成20年10月 ピアス株式会社入社
平成24年11月 株式会社大阪屋(現 株式会社Ｋ’s stage) 代

表取締役(現任)
平成25年６月 当社取締役(現任)
平成26年２月 株式会社ハウスバンクインターナショナル 

代表取締役社長(現任)
（重要な兼職の状況）
株式会社ハウスバンクインターナショナル 代表取締役社長

5

【新任】
いしはら
石原　

のりひこ
紀彦

(昭和52年 5 月 4 日生)

平成13年４月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジ
メント株式会社入社

－株

平成16年８月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
平成21年２月 日本コアパートナー株式会社取締役副社長
平成23年１月 株式会社アトミックスメディア取締役
平成23年３月 サンインベストメント合同会社設立 代表社

員(現任)
平成25年９月 みやこキャピタル株式会社取締役(現任)
平成26年４月 サンインベストメント株式会社設立 代表取

締役(現任)
平成26年６月 株式会社アトミックスメディア代表取締役
平成29年３月 株式会社アトミックスメディア取締役(現任)
（重要な兼職の状況）
サンインベストメント合同会社 代表社員
サンインベストメント株式会社 代表取締役
株式会社アトミックスメディア 取締役
みやこキャピタル株式会社 取締役

－ 4 －

取締役選任議案
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候補者
番号

氏 名
( 生 年 月 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

6
【新任】

ひらやま
平山　

つよし
剛

(昭和55年 8月 1 日生)

平成16年４月 株式会社ピラミッドフィルム入社

－株

平成19年６月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トー
マツ)入所

平成21年12月 公認会計士登録
平成21年12月 弁護士登録
平成21年12月 平山剛公認会計士事務所設立 代表(現任)
平成22年１月 伊藤 見富法律事務所／モリソンフォースタ

ー外国法事務弁護士事務所入所
平成24年10月 株式会社オモロキ取締役(現任)
平成27年１月 株式会社ブレイブソフト取締役(現任)
平成27年３月 タイラカ総合法律事務所設立 代表(現任)
平成27年４月 慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師(現任)
（重要な兼職の状況）
タイラカ総合法律事務所 代表
平山剛公認会計士事務所 代表
株式会社オモロキ 取締役
株式会社ブレイブソフト 取締役
慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師

（注）⒈　各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
⒉　西澤岳志氏及び平山剛氏は社外取締役候補者であります。
⒊　西澤岳志氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって５年となります。
⒋　社外取締役候補者の選任理由について

⑴　西澤岳志氏につきましては、長年にわたり上場会社の代表取締役を務められており、経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般
に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待してお
ります。また、５年にわたり当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場による貴重な意見を
いただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して有用な提言等をお願いできるものと
判断し、社外取締役として選任するものであります。

⑵　平山剛氏につきましては、弁護士業務及び会計監査業務で培われた法務及び会計分野での豊富な
経験と幅広い見識を有しているほか、取締役として複数の企業の経営に関与されていることから、
取締役会の意思決定に際して有用な提言等をお願いできるものと判断し、社外取締役として選任す
るものであります。

⒌　当社は、西澤岳志氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425
条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、西澤岳志氏の再任が承認された場合に
は、当該契約を継続する予定であります。また、平山剛氏が選任された場合は、同氏との間で同様
の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

－ 5 －

取締役選任議案
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（添　付　書　類）
事　　業　　報　　告

(平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで)

⒈　企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果
①　全般的概況

　当連結会計年度における国内経済は、企業収益や雇用情勢の改善及び設備投資の増加傾向が見
られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で、中国をはじめとする新興国経済の減速、
英国のEU離脱問題、米国における政権交代等により引き続き先行き不透明な状況が続いておりま
す。
　このような状況のなか、当社グループは、「価値創造」の企業理念のもと、積極的に事業拡大
と企業価値最大化を目指し、営業活動の強化、競合他社に先駆けた新サービスの提供、ストック
型ビジネスの拡大、外部企業とのアライアンスの強化、グループ間連携の深化等に取り組みまし
た。
　また、当社グループは、経営資源の選択と集中にかかる検討を慎重に重ねた結果、「コンサル
ティング事業」「マーケティング事業」及び「IT事業」並びにこれらの関連・周辺市場に対して
経営資源を集中的に投下する方針を決定いたしました。この方針に基づき、当社は「住宅関連事
業」を営んでいた連結子会社である株式会社ハウスバンクインターナショナルの全株式を平成29
年３月10日付けで売却し、同社を連結の範囲から除外いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,712,841千円（前期比23.9％減）、営業利益は25,035
千円（前期比63.4％減）、経常利益は23,176千円（前期比66.4％減）、親会社株主に帰属する当
期純利益は6,723千円（前期比86.9％減）となりました。
　セグメント別の業績（セグメント間の内部取引消去前）につきましては、次のとおりでありま
す。

②　事業別概況
（コンサルティング事業）
　コンサルティング事業に関しては、プライバシーマークやISO27001認証といった情報セキュ
リティ関連認証等の新規取得に関する需要が鈍化した一方で、安定的な収益確保に向けた既存顧
客向けの諸施策が奏効し、情報セキュリティ関連認証等の更新支援や情報セキュリティ体制の強
化・構築支援等のストック型案件の売上が増加いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は204,259千円（前期比1.2％増）となりました。

－ 6 －

事業の経過及びその成果
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（マーケティング事業）
　マーケティングリサーチ事業に関しては、顧客ニーズ・調査手法の多様化やビッグデータ・人
工知能(AI)・IoT等の技術革新を受けて、サービスの付加価値向上・差別化や技術革新への対応
がより重要となってきております。このような状況のなか、既存顧客からのリピート案件の確保
に注力するとともに、収益性や成長性の確保に向け、事業戦略の見直しと事業基盤の拡充・再構
築を進めました。
　セールスプロモーション事業及び広告代理業に関しては、長期的なリレーション構築を前提と
した営業戦略による既存顧客との良好な関係を背景に、主に健康をテーマとした企画の提案力、
蓄積したノウハウの活用及び顧客ニーズへのきめ細かい対応により、引き続き、特に大手スーパ
ーマーケットや大手食品メーカーについて、リピート案件、スポット案件ともに堅調に推移いた
しました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は750,667千円（前期比2.0％減）となりました。
（ＩＴ事業）
　ＩＴ事業に関しては、企業収益の改善をベースとしてユーザーのIT投資は回復傾向が継続して
おります。その一方で、慢性的なエンジニア不足により、必要な要員の確保が困難な状況も続い
ております。このような状況のなか、前期に引き続き、当社グループとしての中長期的な成長を
確保するため、競争力・収益力の強化を目的としたグループ内のシステム開発や新規ビジネスの
開発支援向けに戦略的に人的リソースを投入いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は136,750千円（前期比14.2％減）となりました。
（住宅関連事業）
　住宅関連事業に関しては、日本銀行の金融緩和政策による低金利や政府の住宅取得支援策等を
受けて住宅取得への関心が高まる一方で、景気や個人消費の停滞等により住宅市場における先行
き不透明感も高まってきております。このような状況のなか、多様化する住宅ニーズに対応する
ため、品質・性能の向上やパートナー企業との連携強化を図るとともに、継続開催のリフォーム
イベントや大型改装物件を活用した内覧会等の積極的な営業活動を展開いたしました。また、事
業拡大に向けて隣接エリアへの新規展開も進めました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は633,244千円（前期比44.0％減）となりました。
　なお、上記のとおり当社は連結子会社である株式会社ハウスバンクインターナショナルの全株
式を売却し、平成29年１月１日をみなし売却日として同社を連結の範囲から除外しております。
住宅関連事業は当社グループのなかで同社のみが営んでいたため、当連結会計年度における住宅
関連事業の売上高については当該みなし売却時点までのものが計上されております。

－ 7 －

事業の経過及びその成果
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⑵　設備投資等の状況
　該当事項はありません。

⑶　資金調達の状況
　連結子会社であった株式会社ハウスバンクインターナショナルが、運転資金の確保を目的とし、
金融機関より長期借入金として150百万円の資金調達を行いました。

⑷　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑹　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑺　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は「住宅関連事業」を営んでいた連結子会社である株式会社ハウスバンクインターナショ
ナルの全株式を平成29年３月10日付けで売却いたしました。

⑻　対処すべき課題
　当社グループは、「コンサルティング事業」「マーケティング事業」「ＩＴ事業」の３つの事
業領域を柱としておりますが、①営業及び受注活動の強化・拡大、②既存分野を中心とした新規
事業の開発、③安定的なビジネスモデルの拡充、④製品・サービス力の向上、⑤アライアンス戦
略による協業体制の構築、⑥収益構造の改革、⑦予算進捗管理の徹底、⑧優秀な人材の確保及び
育成、⑨グループ間連携の深化といったテーマを対処すべき重要な課題として認識のうえ事業活
動に取り組んでまいります。

⑼　財産及び損益の状況の推移

区　分 第　20　期
平成26年3月期

第　21　期
平成27年3月期

第　22　期
平成28年3月期

第　23　期
(当連結会計年度)
平成29年3月期

売 上 高（千円） 1,693,543 2,060,187 2,250,145 1,712,841

経 常 利 益（千円） 24,476 49,211 69,042 23,176
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (△ 損 失 )（千円） 15,724 △15,938 51,270 6,723

１株当たり当期純利益(△損失) （円） 2.41 △2.13 6.84 0.90

総 資 産（千円） 1,310,447 1,409,744 1,424,130 910,860

純 資 産（千円） 655,590 644,611 701,652 712,890

１株当たり純資産額 （円） 84.92 82.79 89.63 90.53
（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。

－ 8 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併または吸収分割による
他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況、対処すべき課題、財産
及び損益の状況の推移
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⑽　重要な子会社の状況（平成29年３月31日現在）
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主要な事業内容

千円 ％

株 式 会 社 バ ル ク 100,000 100.0 ・情報セキュリティコンサルティング
・マーケティングリサーチ事業

株 式 会 社 ヴ ィ オ 11,050 49.3 ・ＩＴソリューションサービスの提供

株式会社マーケティング・システム・サービス 10,000 100.0 ・セールスプロモーション事業
・広告代理業

 
（注）１．株式会社ハウスバンクインターナショナルにつきましては、平成29年３月10日付けで全株式を売却し

たため、重要な子会社から除外いたしました。
２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社マーケティング・システム・サービス

特定完全子会社の住所 東京都千代田区一番町４番地４

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額 169,997千円

当社の総資産額 688,714千円

⑾　主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
　当社グループの事業セグメントは、「コンサルティング事業」「マーケティング事業」「ＩＴ
事業」に区分されており、各セグメントの事業内容は以下のとおりであります。
　なお、当社は「住宅関連事業」を営む株式会社ハウスバンクインターナショナルの全株式を売
却し、平成29年１月１日をみなし売却日として同社を連結の範囲から除外いたしましたが、「住
宅関連事業」は当社グループのなかで株式会社ハウスバンクインターナショナルのみが営んでい
たため、当該みなし売却時点をもって「住宅関連事業」を廃止いたしました。

区 分 事 業 内 容

コ ン サ ル テ ィ ン グ 事 業 情報セキュリティコンサルティング

マ ー ケ テ ィ ン グ 事 業 マーケティングリサーチ事業、セールスプロモーション事業、広告代理業

Ｉ Ｔ 事 業 ＩＴソリューションサービスの提供

－ 9 －

重要な子会社の状況、主要な事業内容
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⑿　主要な事業所（平成29年３月31日現在）
当 社 本社：東京都中央区

株 式 会 社 バ ル ク 本社：東京都中央区

株 式 会 社 ヴ ィ オ 本社：東京都中央区

株式会社マーケティング・システム・サービス 本社：東京都千代田区

⒀　企業集団の従業員の状況（平成29年３月31日現在）
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

52名 12名減 39歳８ヶ月 ６年８ヶ月

（注）１．従業員数には、パート、アルバイトなどの臨時従業員３名（期中平均雇用人員）は含まれておりま
せん。

２．従業員数が前連結会計年度末に比べて12名減少しておりますが、その主な理由は、株式会社ハウス
バンクインターナショナルの全株式を売却し、同社を連結の範囲から除外したことによります。

⒁　主要な借入先及び借入額（平成29年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⒂　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 10 －

主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先及び借入額、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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⒉　会社の株式に関する事項（平成29年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 25,288,000株
⑵　発行済株式の総数 7,494,000株
⑶　株主数 1,738名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

村 松 澄 夫 1,293,300株 17.3％

西 澤 管 財 株 式 会 社 1,000,000株 13.3％

株 式 会 社 Ｍ Ｈ c a p i t a l 992,000株 13.2％

Ｊ Ｐ  c a p i t a l 株 式 会 社 900,000株 12.0％

株 式 会 社  Ｄ Ａ Ｗ Ｎ  Ｃ Ａ Ｐ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ 120,200株 1.6％

山 本 大 助 110,000株 1.5％

芝 　 広 行 101,800株 1.4％

鍵 谷 文 勇 59,400株 0.8％

古 澤 幸 恵 54,900株 0.7％

株式会社オーチャードコーポレーション 52,500株 0.7％

⒊　会社の新株予約権等に関する状況
　該当事項はありません。

－ 11 －

会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する状況
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⒋　会社役員に関する事項（平成29年３月31日現在）
⑴　取締役及び監査役の氏名等
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 松 本 清 資 －

取 締 役 大 竹 雅 治
株式会社ヴィオ　代表取締役社長
株式会社バルク　代表取締役社長
株式会社マーケティング・システム・サービス　取締役(非常勤)

取 締 役 五十嵐　雅　人
管理本部長兼経営企画室長
株式会社マーケティング・システム・サービス　取締役(非常勤)
株式会社ヴィオ　取締役(非常勤)

取 締 役 野 口 基 宏 株式会社ハウスバンクインターナショナル　代表取締役社長

取 締 役 西 澤 岳 志
株式会社ウィザーズプラス　代表取締役社長
西澤管財株式会社　代表取締役社長
株式会社Buying　代表取締役

取 締 役 二 木 教 夫 －

常 勤 監 査 役 尾 髙 雅 美
ウィザーズ国際法律事務所　代表
株式会社バルク　監査役
株式会社ヴィオ　監査役
株式会社マーケティング・システム・サービス　監査役

監 査 役 清 水 勝 士 株式会社セキド　常勤監査役

監 査 役 奥 山 琢 磨 奥山琢磨公認会計士事務所　代表
仲田マネージメントサービス株式会社　代表取締役

（注）⒈　取締役西澤岳志氏及び取締役二木教夫氏の２名は、社外取締役であります。
⒉　監査役尾髙雅美氏、監査役清水勝士氏及び監査役奥山琢磨氏の３名は、社外監査役であります。
⒊　監査役尾髙雅美氏は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立役員であります。
⒋　①常勤監査役尾髙雅美氏は、弁護士及び公認会計士としての弁護士業務及び会計監査業務における

豊富な経験等から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②監査役清水勝士氏は、財務省における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。
③監査役奥山琢磨氏は、公認会計士としての会計監査業務における豊富な経験等から、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。

－ 12 －

会社役員に関する事項
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⑵　取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 支給人員 報酬等の額 摘要

取 締 役 ７名 28,320千円 うち社外２名　　　5,250千円

監 査 役 ５名 8,070千円 うち社外５名　　　8,070千円

合 計 12名 36,390千円
（注）⒈　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

⒉　取締役及び監査役の報酬限度額は、平成13年６月29日開催の第７期定時株主総会においてそれぞれ
年額80百万円、20百万円と決議いただいております。

⒊　取締役及び監査役の報酬等の総額には、直前の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名
及び監査役２名の在任中の報酬額が含まれております。

－ 13 －

会社役員に関する事項
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⑶　社外役員に関する事項

区　分 氏　名 重要な兼職先と
当社との関係 当期における主な活動状況

取締役 西 澤 岳 志

西澤管財株式会社の代表取締役社
長であり、同社は当社の発行済株
式総数の13.3％を有する株主で
あります。
その他の重要な兼職先と当社との
間に特別の関係はありません。

当期開催の取締役会22回のうち20回出席し、主に上
場企業の代表取締役として長く企業経営に携わって
きた豊富な経験と知識に基づき、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・発言を
適宜行っております。

取締役 二 木 教 夫 該当事項はありません。
当期開催の取締役会22回のうち13回出席し、主に企
業経営者としての豊富な経験と知識に基づき、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・発言を適宜行っております。

監査役 尾 髙 雅 美

株式会社バルク、株式会社ヴィオ
及び株式会社マーケティング・シ
ステム・サービスの監査役であ
り、いずれも当社の子会社であり
ます。

当社監査役就任後における当期開催の取締役会17
回のうち16回出席し、また、監査役会11回の全てに
出席しております。弁護士及び公認会計士としての
弁護士業務及び会計監査業務における豊富な経験等
に基づき、客観的な立場から取締役会において議案
審議等に必要な指摘・意見を適宜述べております。
また、監査役会においても適宜必要な発言を行って
おります。

監査役 清 水 勝 士 該当事項はありません。

当期開催の取締役会22回の全てに出席し、また、監
査役会15回の全てに出席しております。主に財務
省時代から現在に至るまでの豊富な経験から、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客
観的な立場から取締役会において議案審議等に必要
な指摘・意見を適宜述べております。また、監査役
会においても適宜必要な発言を行っております。

監査役 奥 山 琢 磨 該当事項はありません。

当社監査役就任後における当期開催の取締役会17
回のうち16回出席し、また、監査役会11回の全てに
出席しております。公認会計士としての会計監査業
務における豊富な経験等に基づき、客観的な立場か
ら取締役会において議案審議等に必要な指摘・意見
を適宜述べております。また、監査役会においても
適宜必要な発言を行っております。

（注）当社と各社外役員は、当社定款および会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法
第425条第１項に定める額としております。

－ 14 －

会社役員に関する事項
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⒌　会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

ＫＤＡ監査法人
⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る報酬等の額 13,200千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 13,200千円

（注）⒈当社と会計監査人の間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬の額を区別しておりませんので、上記の当事業年度に係る報酬等の額には金融商品取引法に基づ
く監査の報酬等の額を含めて記載しております。

⒉監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき会社法第
399条第１項の同意を行っております。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人ＫＤＡ監査法人は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額と
しております。

⒍　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制に関して、次のとおり決議して
おります。

⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　当社は、経営の基本方針に則った「企業行動憲章」及びコンプライアンス体制に係る規程を

定め、取締役及び使用人に法令・定款・社内規程の遵守を徹底させる。
②　取締役及び使用人が法令又は定款上疑義がある行為等を認知し、それを告発しても、内部通

報制度運用規程を定めており、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない。

－ 15 －
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③　監査役は、監査法人及び内部監査部門と連携し、監査役規程・監査役会規則・監査役監査基
準に基づき、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。

④　コンプライアンス体制に係る規程に基づき、コンプライアンス委員会がコンプライアンス体
制の構築を推進する。コンプライアンスの推進については、取締役及び使用人がコンプライア
ンスを自らの問題としてとらえ業務を遂行するよう教育・研修を実施する。

⑤　内部監査部門は、各部門の業務実施状況を把握し、すべての業務が法令・定款・社内規程に
準拠して適正に行われているかを調査・検証し、代表取締役社長及び監査役等に報告する。

⑥　取締役会は、コンプライアンス体制を定期的に見直し、問題点の把握と改善に努める。
⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に定めるところにより、文書又は電
磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査役が
必要な情報を速やかに入手できる体制を構築するものとする。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理規程を定め、業務執行に係るリスクを把握、分析し適切な対応を行うための全社

的なリスク管理体制を構築する。全社的なリスク管理はリスクマネジメント委員会が統括し、
各部門固有の業務に付随するリスクについては、当該部門において個別の規定、マニュアル等
を整備するとともに使用人への教育を行うこととする。

②　内部監査部門は、各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長
及び監査役等に報告する。取締役会は、リスクマネジメント体制を必要に応じて見直し、問題
点の把握と改善に努める。

③　不測の事態が発生した場合は、対応マニュアルに基づき代表取締役社長指揮下の対策本部を
設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えるものとする。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会

を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
②　取締役会において中期経営計画及び単年度の経営計画を策定し、計画を達成するため取締役

及び使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限と担当業務を明確にし、取締役及
び各職位の権限と責任を明確にする。

⑸　当該株式会社及び子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）における業務の適正
を確保するための体制
①　当社グループの利益と発展を目的として関係会社管理規程を定め、子会社の自主性を尊重し

つつ、重要案件については事前の協議を行うこととし、また経営状況と財政状況に係る定期的
な報告を求めることとする。

－ 16 －
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②　当社グループ各社の状況に適したコーポレートガバナンス体制を構築する。また、原則とし
て当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、当社グループとしての一体的かつ効率的な事業運
営、業務執行及びリスク管理に努めるものとする。

③　当社と子会社との取引条件が、第三者との取引と比較して恣意的にならないよう、必要に応
じて専門家に確認することとする。

④　内部監査部門は、内部監査規程に基づき子会社に対する内部監査を実施し、その結果を代表
取締役社長及び監査役等に報告する。取締役会は、子会社の管理体制を必要に応じて見直し、
問題点の把握と改善に努める。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項
①　監査役が職務を補助する使用人（以下、補助スタッフという）を求めた場合、取締役会は監

査役と協議のうえ、補助スタッフを選出することとする。
②　補助スタッフに関する任命・異動、人事考課及び懲戒処分については、監査役の同意を得な

ければならないものとする。
③　監査役は、補助スタッフの取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めること

ができる。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助スタッフは、その命令に関し
て取締役の指揮命令を受けないものとする。

④　監査役は、補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求め
ることができる。

⑺　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①　当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、会社の業務執行

状況、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他監査役がその職務遂行上
報告を受ける必要があると判断した事項について直ちに報告するものとする。

②　監査役が取締役会その他重要な社内会議に出席し、重要な報告を適時受けられる体制を構築
するとともに、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に追加の説明・報告を求めるこ
とができるものとする。

⑻　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
する体制
　　当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を理由

として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知
徹底する。

－ 17 －
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⑼　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　　監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速

やかに当該費用又は債務を処理する。
⑽　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　代表取締役社長と監査役との定期的な会議を開催し、監査上の重要課題について意見交換を
行う。

②　監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的な会合を持ち、情報の交換を行うとともに、
連携して監査の実効性を確保するものとする。

③　監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家との連携を図る。
⑾　反社会的勢力排除に向けた体制整備等

①　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　当社グループは「企業行動憲章」等において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力及び団体とは関係を持たない旨定めるものとする。

②　対応統括部署
　グループ各社の総務部門を対応部署とし、同部署に一任せず、会社全体で対応する。

③　外部の専門機関との連携状況
　必要に応じて研修会等に参加し、情報収集を行うものとする。また、顧問弁護士や所轄警察
署に随時相談を行うものとする。

④　研修活動の実施状況
　随時社内研修を実施することとする。

　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要につきましては、上記に掲げた内部統制
システムの施策及び規程に従い、具体的な取り組みを行うとともに、運用状況のモニタリングを常
時実施し、取締役会及び監査役会に対しては、年度ごとの総括のほか、運用上見出された問題点や
改善対応等について随時報告がなされております。また、研修や全体会議等を通じて、コンプライ
アンス及び内部統制システムの重要性についての啓蒙活動や意識付けを行っております。

（注）本事業報告中の記載数字は、表示単位未満の端数を切り捨てております。ただし、百分率は小数第２位
を、１株当たり当期純利益（△損失）及び１株当たり純資産額については、小数第３位を四捨五入して
おります。
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連　結　貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
営 業 外 受 取 手 形
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
車 両 運 搬 具
リ ー ス 資 産
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

806,357
570,466
114,632

68
1,624

271
1,271

112,490
7,164

△1,633
104,503

9,523
492

1,023
1,382
6,624

63,969
52,207
11,751

10
31,011
19,206

579
10,248
6,647

△5,670

流 動 負 債 155,277
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 55,743
未 払 金 13,201
未 払 費 用 13,416
リ ー ス 債 務 704
未 払 法 人 税 等 3,116
賞 与 引 当 金 2,950
ポ イ ン ト 引 当 金 17,504
前 受 金 18,502
そ の 他 30,138

固 定 負 債 42,692
リ ー ス 債 務 847
退 職 給 付 に 係 る 負 債 25,643
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 15,750
そ の 他 452

負 債 合 計 197,970
純 資 産 の 部

株 主 資 本 678,437
資 本 金 100,000
資 本 剰 余 金 511,374
利 益 剰 余 金 67,063

非 支 配 株 主 持 分 34,453
純 資 産 合 計 712,890

資 産 合 計 910,860 負 債 及 び 純 資 産 合 計 910,860
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連　結　損　益　計　算　書
(平成28年 4 月 1 日から

平成29年 3 月31日まで)
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 1,712,841
売 上 原 価 1,206,765

売 上 総 利 益 506,076
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 481,040

営 業 利 益 25,035
営 業 外 収 益 4,227

受 取 利 息 619
受 取 配 当 金 2
保 険 解 約 返 戻 金 220
助 成 金 収 入 600
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2,400
そ の 他 384

営 業 外 費 用 6,087
支 払 利 息 4,810
そ の 他 1,276
経 常 利 益 23,176

特 別 損 失 4,801
関 係 会 社 株 式 売 却 損 4,801
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 18,375
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,179
法 人 税 等 調 整 額 957 7,136
当 期 純 利 益 11,238
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 4,514

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 6,723

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書
(平成28年 4 月 1 日から

平成29年 3 月31日まで)
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当 期 首 残 高 100,000 511,374 60,339 671,713

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,723 6,723

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 6,723 6,723

当 期 末 残 高 100,000 511,374 67,063 678,437

非支配株主持分 純資産合計

当 期 首 残 高 29,938 701,652

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 6,723

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,514 4,514

当 期 変 動 額 合 計 4,514 11,238

当 期 末 残 高 34,453 712,890
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
【継続企業の前提に関する注記】

　該当事項はありません。
【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

⒈　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　　　　３社
連結子会社の名称　　　株式会社バルク

株式会社ヴィオ
株式会社マーケティング・システム・サービス

連結の範囲の変更
平成29年３月10日に、連結子会社である株式会社ハウスバンクインターナショナルの全株式を売却した
ことに伴い、みなし売却日を平成29年１月１日として同社を連結の範囲から除外しております。

⒉　持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数　１社
関連会社の名称　　　　株式会社アトラス・コンサルティング

⒊　会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
⒜　商品及び製品

　個別法による原価法を採用しております。
　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⒝　仕掛品
　個別法による原価法を採用しております。
　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 15～22年
車両運搬具  6 年
工具、器具及び備品  4 ～10年

②　無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
　また、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間（３年）
に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
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④　繰延資産
社債発行費

　社債の償還期間にわたり均等償却しております。
⑶　重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金
　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

③　ポイント引当金
　リサーチモニターに対して付与したポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利
用されると見込まれる額を計上しております。

④　完成工事補償引当金
　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の補償実績を基礎に将来の見積補償額を計上して
おります。

⑤　役員退職慰労引当金
　連結子会社１社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末
要支給額を計上しております。
　なお、当該連結子会社では平成26年３月をもって役員退職慰労金制度を廃止しましたので、制度廃止
以降の新規繰入は行っておりません。

⑷　その他連結計算書類作成のための重要な事項
①　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却してお
ります。

②　退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び連結子会社２社（株式会社バルク、株式会社マーケティング・システム・サービス）は、退
職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する簡便法を適用しております。

③　収益及び費用の計上基準
　住宅関連事業の売上高については、工事完成基準を適用しております。

④　消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

【会計方針の変更に関する注記】
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得
した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響はありません。
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【連結貸借対照表に関する注記】
有形固定資産の減価償却累計額 13,695千円
　なお、工具、器具及び備品の減価償却累計額には、439千円の減損損失累計額が含まれております。

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
①　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増　加 減　少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,494,000 － － 7,494,000
②　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　該当事項はありません。
③　当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

　該当事項はありません。
【金融商品に関する注記】

⒈　金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針

　資金運用については、余裕資金の範囲内での運用を目的として、安全性の高い短期的な金融サービス、
預金等に限定しており、投機的な取引は行っておりません。
　資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入及び社債の発行によることとしております。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　受取手形及び売掛金（営業外受取手形を含む）は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リス
クに関しては、相手ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としておりま
す。
　支払手形及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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⒉　金融商品の時価等に関する事項
　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めておりませ
ん。

連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)
①　現金及び預金 570,466 570,466 －
②　受取手形及び売掛金※ 227,122 227,122 －
資産計 797,589 797,589 －
①　支払手形及び買掛金 55,743 55,743 －
②　未払金 13,201 13,201 －
負債計 68,944 68,944 －

※　営業外受取手形を含んでおります。
（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産
①現金及び預金、並びに②受取手形及び売掛金（営業外受取手形を含む）
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
負債
①支払手形及び買掛金、並びに②未払金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

【賃貸等不動産に関する注記】
　該当事項はありません。

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 90円53銭
１株当たり当期純利益 0円90銭

【重要な後発事象】
　該当事項はありません。

【追加情報に関する注記】
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）
を当連結会計年度から適用しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

営 業 外 受 取 手 形

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

貸 倒 引 当 金

394,104

272,298

6,323

1,014

112,490

2,400

1,977

△2,400

294,609

294,609

185,297

369,600

13,712

△274,000

流 動 負 債 6,383

未 払 金 752

未 払 費 用 932

未 払 法 人 税 等 290

未 払 消 費 税 等 1,926

預 り 金 580

そ の 他 1,900

固 定 負 債 6,273

退 職 給 付 引 当 金 6,273

負 債 合 計 12,656

純 資 産 の 部

株 主 資 本 676,058

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 511,374

資 本 準 備 金 511,374

利 益 剰 余 金 64,684

そ の 他 利 益 剰 余 金 64,684

繰 越 利 益 剰 余 金 64,684

純 資 産 合 計 676,058

資 産 合 計 688,714 負 債 及 び 純 資 産 合 計 688,714
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書
(平成28年 4 月 1 日から

平成29年 3 月31日まで)
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 80,520

営 業 費 用 113,129

営 業 損 失 32,609

営 業 外 収 益 54,450

受 取 利 息 7,048

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 47,100

そ の 他 301

営 業 外 費 用 619

支 払 利 息 37

雑 損 失 581

経 常 利 益 21,221

特 別 損 失 21,676

関 係 会 社 株 式 売 却 損 21,676

税 引 前 当 期 純 損 失 455

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 290 290

当 期 純 損 失 745
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書
(平成28年 4 月 1 日から

平成29年 3 月31日まで)
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 100,000 511,374 511,374

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失

当 期 変 動 額 合 計 － － －

当 期 末 残 高 100,000 511,374 511,374

株 主 資 本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 65,429 65,429 676,803 676,803
当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △745 △745 △745 △745
当 期 変 動 額 合 計 △745 △745 △745 △745

当 期 末 残 高 64,684 64,684 676,058 676,058
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表
【継続企業の前提に関する注記】

　該当事項はありません。
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

⒈　資産の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

⒉　引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。な
お、当社は従業員数300人未満の小規模企業等に該当するため簡便法（自己都合退職による期末要支給額
の100％を退職給付債務とする方法）を採用しております。

⑶　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

関係会社に対する短期金銭債権 7,812千円
関係会社に対する短期金銭債務 241千円

【損益計算書に関する注記】
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（収入分） 80,520千円
営業取引以外の取引（収入分） 7,046千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
当事業年度の末日における自己株式の数
　該当事項はありません。

【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 94,617千円
関係会社株式評価損 99,759千円
事業分離にかかる子会社株式の税効果 13,114千円
繰越欠損金 106,465千円
その他 3,309千円
小計 317,265千円
評価性引当額 △317,265千円

繰延税金資産計 －千円
繰延税金負債

繰延税金負債計 －千円
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 －千円

－ 29 －
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【関連当事者との取引に関する注記】
子会社及び関連会社等

属　性 名称又は
氏名

議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科　目 期末残高
（千円）

子会社 ㈱バルク 100.0％
役員の兼任
資金の援助
経営管理等

経営管理料等の受取(注1) 44,700 売 掛 金 4,023

資金の貸付(注2) －
長期貸付金(注3) 336,600

貸付金の回収 12,000

利息の受取 6,433 － －

子会社
㈱マーケティ
ング・システ
ム・サービス

100.0％ 役員の兼任
経営管理 経営管理料の受取(注1) 20,400 売 掛 金 1,836

子会社
㈱ハウスバン
クインターナ
ショナル
(注5)

100.0％ 役員の兼任
経営管理 経営管理料の受取(注1) 8,100 売 掛 金 －

関連会社
㈱アトラス・
コンサルティ
ング

20.0％ 資金の援助
経営管理等

資金の貸付(注2) － 短期貸付金(注4) 2,400

貸付金の回収 2,400 長期貸付金(注4) 33,000

利息の受取 613 － －
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）⒈　経営管理料の受取については、役務提供に対する費用を勘案した上で、一般取引条件と同様に決定

しております。
⒉　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
⒊　子会社である㈱バルクに対する貸付金については、241,000千円の貸倒引当金を計上しております。
⒋　関連会社である㈱アトラス・コンサルティングに対する貸付金については、35,400千円の貸倒引当

金を計上しております。
⒌　当社は子会社であった㈱ハウスバンクインターナショナルの全株式を平成29年３月10日付けで売

却したため、同社は関連当事者ではなくなっております。
⒍　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
⒎　比率は、表示単位未満を四捨五入により表示しております。

【１株当たり情報に関する注記】
１株当たり純資産額 90円21銭
１株当たり当期純損失 0円10銭

【重要な後発事象】
　該当事項はありません。

【追加情報に関する注記】
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）
を当連結会計年度から適用しております。

－ 30 －

個別注記表



2017/06/01 15:08:44 / 16268018_株式会社バルクホールディングス_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月29日
株式会社　バルクホールディングス

取　締　役　会　御中
Ｋ　Ｄ　Ａ　監　査　法　人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 関　本　享 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 毛　利　優 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社バルクホールディングスの平成28年
４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、株式会社バルクホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 31 －

連結会計監査報告
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会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月29日
株式会社　バルクホールディングス

取　締　役　会　御中
Ｋ　Ｄ　Ａ　監　査　法　人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 関　本　享 ㊞
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 毛　利　優 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社バルクホールディングスの平
成28年４月１日から平成29年３月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

－ 32 －

個別会計監査報告
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第23期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 33 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人KDA監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人KDA監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月30日
株式会社バルクホールディングス　監査役会

常勤監査役
（社外監査役） 尾　髙　雅　美 ㊞

社外監査役 清　水　勝　士 ㊞
社外監査役 奥　山　琢　磨 ㊞

以　上

－ 34 －
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会場ご案内図
会　場　　東京都台東区柳橋一丁目２番10号

共和会館２階
電話：（03）3862－8301

久月

A1出口

りそな銀行

サンクス

浅草橋

鳴門鯛焼本舗

吉徳

果物店

JR総武線
浅草橋

ベルモントホテル

柳橋〒

都営浅草線
浅草橋

共和会館 2F受付

神田川

都営浅草線

東
口

隅　 

田
　 

　
川

会場最寄り駅 ・JR総武線 浅草橋駅　東口 徒歩３分
・都営浅草線 浅草橋駅　Ａ１出口 徒歩３分

※ご来場にあたりましては、公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。
なお、当社としての専用の駐車場はご用意しておりませんのでご了承ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図




